
販 売 等 許 可 申 請 書

令和〃年；月/妬
司法研修所長 殿

申請者

.(住 所）

!(電 話）

(会社名）

（役 職）

（氏 名）

〒351FO194埼玉幣燕光蒲術二丁目3称8号
TE1,0 4 8 曇469-1127

峨鷲室糊鯛儲店

裁判所の庁舎等の管理に関する規程第7条に基づき，下記のとおり申請します。

冷鍬修易続帆1 申請に係る行為
/〃＃〃ﾂﾂ〃 職#鋤い鷺:エ

ミ 魚〃: 聡

宏宅■即今宅

ら令和し隼3"1日伽まで
ﾘﾄ〃 漉薩鍬迂諺延

: 峪

舛看宏宅
2場所 ＜）

b

3日聯 ⑲
令和吻犀；

4 申請に係る行為

M岬
5 その他

／

画くめ 申請は，下記の条件を付して許可する。
□この申請は，許可しない｡

記

1 営業・販売を行う場所は，管理者から指示された場所のみとする。
2 喧喋及び執勧な営業行為等は禁止ずる｡

3 申請に係る行為に従事する者が交替したときは速やかに管理者に届け出る
こと｡‘

'

令和多年3月/?日
司法研修所



販 売 等 許 可 申 請 書

令和多年ノ月"一同
司法研修所長 殿

申請者

（住 所）

（電 話）

（会社名）

(役 職）

(氏 名）

〒351-0194崎蚤鳴燕光＊南二丁目3患8秒
G

TE1.048-4 69-1127

‘禽瀦雪妻輔“

裁判所の庁舎等の管理に関する規程第7条に基づき，下記のとおり申請します。

僻職 ,蕊竿
： 記 ．

､車請に係る行為易”オレ … Y舎壬芦霊宝惹.鷺：シ〔 しff' /｡.//､/

埼雲fl 診、

鯵‘ﾝ篭＄丁う号
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:割 零鋪鋤峨′
〆 ‐ _…_‐≦－－－－－－－－

雌の申請ほ；下記の条件を付して許可ずろ。
□この申請は，許可しない。

記

1 営業・販売を行う場所は, 管理者から指示された場所のみとする。
2 喧嘩及び執勧な営業行為等は禁止する。
3 申請に係る行為に従事する者が交替したときば速やかに管理者に届け出る
こと｡

嘉令和彦年増傷所
ー


